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研究報告

市町村合併を契機とした生涯学習事務処理体制の再編

一岩手県花巻市事例一
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１．課題の設定

本論文は、近年生じている地方教育行政基盤の変動が生涯学習施策に与える影響を明らかにする目

的から、市町村合併を契機とした生涯学習事務処理体制の再編動態を考察するものである。

1999年７月に成立し、2000年４月に施行となった地方分権一括法（｢地方分権の推進を図るための

関係法律の整備等に関する法律｣）は、改正地方自治法を中心とした475本の法改正を内容とするもの

であり、国と地方自治体の関係を大きく変容させるものであった。その要点は、①機関委任事務の廃

止、②国による自治体への「関与」の廃止・縮減、③国による自治体への「必置規制」の廃止・緩和

等による国と地方自治体の主従関係の解消ということができよう。「自治体は、憲法の定める地域的

な統治団体として、地域（＝当該自治体の区域および住民）との合理的な関連性を有する『行政』を

その自治権により自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」と指摘されるように')、法改

正以降の地方自治体は、国と対等な立場から両者の協力によって住民の身近なサービスを提供する

｢総合行政主体」として定位されたのである。

それゆえ、地方自治体は、総合行政の主体たるに相応しい自らの在り方を模索せざるを得ない。

｢市町村の合併の特例に関する法律」（旧合併特例法）は1999年の改正で地方交付税の割り増し期間延

長（10年）や合併特例債の起債許可などの財政支援を調い、これを契機として、多くの地方自治体は

行政サービスの適正化や効率化、権限委譲による自治能力の基盤強化を目指したいわゆる「平成の大

合併」を経験することとなった。こうした動向にあって、住民の学習支援、すなわち、生涯学習行政

の在り方が大きく変容してきている。合併を契機とし、生涯学習行政は、新しいコミュニティ形成の

重要なツールとして着目されるようになったのである。

一方、我が国における生涯学習施策が本格化してから既に20年以上の時が経ち、その課題は個々人
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の学習環境の醸成から、地域人材育成の在り方へ、学習による地域創造へと転換しつつある。2004年

３月の中教審審議経過報告「今後の生涯学習の振興方策について｣、2008年２月の答申「新しい時代

を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」などにおいては、生

涯学習施策の展開に際し「個人の需要」と「社会の要請」とのバランスが重要との認識が示されてい

る。市町村合併を契機とし、まちづくりの観点から生涯学習がクローズアップされるのと期を同じく

し、国の施策においてもその在り方が見直され、生涯学習が地域創造を担うべきものへと捉え返され

ているのである2)。

こうした状況にあって、本論文が考察の対象とする（新）花巻市は、2006年１月１曰に１市３町に

よる新設合併を経験した新市であるとともに、合併をひとつの契機とし、生涯学習行政を通じたまち

づくりに取り組んでいる点で注目される事例である。その過程においては、生涯学習に係る事務処理

体制が従来の教育委員会から新たに首長部局へと移管されてもおり、行政基盤の変動による生涯学習

事務処理体制の再編動態を明らかにするための、重要な事例となっている。

２．（新）花巻市の誕生

「西高東低」といわれた「平成の大合併」にあって、岩手県における合併率は決して低くはない。

2005年３月31曰に期限を迎えた旧合併特例法のもとで、１２の新市町を誕生させ、県内の市町村数を５９

市町村から35市町村へと減少させている3)。同期間における全国の市町村数の推移は3,232市町村か

ら1,821市町村となっており)、減少率から見る限り、岩手県の合併（約40.7％）は全国平均（約43.7

％）並といえよう。

（新）花巻市は、2006年１月１日、旧花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町を廃した新設合併の新市

として誕生している。その経緯は、2000年５月に岩手県による「岩手県広域行政推進指針」において

当該市町の広域行政の方向性が示されたことに始まり、翌６月に「花巻地区広域行政研究会」（会長：

花巻市長）を設置し、2002年の「住民意識調査」を経て、2004年の「第１回花巻地方任意合併協議会」

(計３回開催）、同年の「第１回花巻地方合併協議会」（計18回）と協議を重ね、2005年６月に岩手県

議会の議決を経て知事による花巻地方の廃置分合を決定している5)。

ｌ市３町による新設合併を必要とした理由については、「個性ある地域の発展」と「知恵と工夫に

よる活性化」を重視したまちづくりのためには旧４市町個々の取り組みでは困難であるとし、「４市

町の合併により地域資源やマンパワーを結集・共有し、合併によるスケールメリットを生かして効率

的な行財政運営に努めながら、独創的な政策を立案できる行政基盤と、それを主体的に遂行できる安

定した財政基盤を備えた新たな体制を築き、地域住民の積極的な参画のもと、行政と民間の協働によ

り、自らの地域を自らの力で築き上げていくことが必要」という認識を示し、合併による以下７点の

強化を掲げた。

①広域化する日常生活圏に即したまちづくり

②安全でＩ快適な生活環境の実現

③人々の価値観と暮らしの変化への対応

④少子高齢社会と人口減少への対応

⑤地域産業の振興

⑥地方分権社会に対応する体制の確立

⑦効率的・効果的な行財政基盤の確立

また、上記の経過と理由により合併を実施した（新）花巻市は、当初、新市の主要施策として以下

４点を掲げていた。
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③人が輝くまちづく"*主な施策暮溌i舌.ｼ…
①美しく’快適な暮らしづくり

②心かよう安心の社会づくり

④活力ある躍動の産業づくり

本論文が検討する生涯学習施策は合併以前において③の主要施策として計画され、教育・文化施策

の一環として構想されていたが、合併後、数年の内に首長部局による事務処理体制へと改編された。

章を改め、その変遷と手法について検討したい。

３．（新）花巻市における生涯学習事務処理体制の改編

（１）（新）花巻市の発足以降の行政機構の改編

合併時の2006年４月の行政機構の組織図によると、花巻市の生涯学習事業を担当する生涯学習振興

課は教育委員会に置かれていた。また、図①のように合併前の旧３町を担当する、大迫事務所生涯学

習課、石鳥谷事務所生涯学習課、東和事務所生涯学習課が教育委員会事務局に設置されていた。公民

館は、旧花巻市に生涯学習都市会館が１館と花巻地区公民館が７館、旧大迫町に大迫地区公民館が４

館、旧石鳥谷町に石鳥谷中央公民館が１館と石鳥谷地区公民館が６館、旧東和町に東和地区公民館が

６館置かれていた。
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教育長

事務局

花巻地区公民館(7)

教育機関「
石鳥谷地区公民館(6)

図①【花巻市の教育委員会組織図2006年４月】

翌2007年４月の組織改革により、図②のように、教育委員会事務局に置かれていた生涯学習振興課

が廃止され、首長部局である地域振興部に生涯学習課が設けられた。大迫、石鳥谷、東和の生涯学習
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担当も生涯学習課に置かれることとなり、あわせて、生涯学習都市会館と石鳥谷生涯学習会館も生涯

学習課の管轄になった。石鳥谷中央公民館は、石鳥谷生涯学習会館に名称が変更され、また、同じく

2007年４月には地区公民館を廃止し新たに花巻市振興センターを開設、地域振興部に26の振興センター
が設置された。

市長一副市長一地域振興部

生涯学習課|蕊薑雲＄
図②【花巻市の社会教育行政組織図2008年４月】

2007年度の組織改編の目的と経緯については、以下のように説明されている6)。

事務事業の一本化を図Ｄ、簡素で柔軟な組織を築くことで、事務分担を明確にし、複雑多様化す

る市民の行政ニーズに迅速・効率的に応えるため、「７部３総合支所」を「９部３総合支所」に

改編した。それまで、教育委員会所管の生涯学園都市会館や地区公民館等で行ってきた生涯学習

事業は、「個人を高める学習」であるとともに地域全体が活｣性化していくという「まちを高める

学習」という側面もあることから、地域づくり施策との連携によって今までの生涯学習事業をよ
り充実させることを目的に、市長部局で行うことになった。

つまり、地域づくり・まちづくりの観点から生涯学習事業に係る事務処理が首長部局へと移管され

たのである。これに伴う教育委員会の構成は、図③に見るとおりである。

教育委員会

教舗卜蕊堂，
教育機関-花巻図書館干鵜爵

図③【花巻市の教育委員会組織図2007年４月】
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2008年４月には、首長部局に設置された生涯学習課が国際交流関連の事業を抱えたことで生涯学習

交流課と改称されるとともに、合併前の旧３町（大迫担当、石鳥谷担当、東和担当）の担当が独立し

たセクションとなった。そうした状況は図④、それに伴う教育委員会の構成は図⑤の通りである。

市長一副市長一地域振興部 地域振興課

振興センター(２０

生涯学習交流課兀害彗髻鑿二喜二館
男女共同参画推進室

大迫担当

石鳥谷担当

東和担当

図④【花巻市の社会教育行政組織図2008年４月】

縮部二1蕊繼，
教育機関-花巻図書館|鵜

教育委員会

図⑤【花巻市の教育委員会組織図2008年４月】

(2)花巻市の行政組織機構（2008年度）

「花巻市行政組織規則」によると、本庁には総務企画部、財務部、地域振興部、市民生活部、｜花巻市行政組織規則」によると、本庁には総務企画部、財務部、地域振興部、市民生活部、保健

福祉部、商工観光部、農林水産部、建設部、上下水道部、総合防災部が置かれている。地域振興部に

は、地域振興課、生涯学習交流課、男女共同参画推進室及び振興センター、各担当が置かれている。

地域振興課には、地域づくり担当と協働推進担当が置かれており、その分掌事務として、以下の１７

項目が挙げられている。

①部内の人事及び予算の調整に関すること。

②地域振興及び地域コミュニティ活動に関すること。

③町内会、自治会等の市民組織の育成及び活動の推進に関すること。

④行政区に関すること。

⑤市民憲章に関すること。

⑥交通政策（自主運行バス、支所連絡バス等を含む｡）に関すること。

⑦地縁団体に関すること。

⑧コミュニティ助成事業に関すること。

－４５－



⑨地域活動支援事業に関すること。

⑩市民協働の推進に関すること。

⑪振興センターとの連絡調整に関すること。

⑫ＮＰＯ、ボランティア活動（各部所管を除く｡）に関すること。

⑬市の花、鳥及び木の制定に関すること。

⑭地域自治推進委員会に関すること。

⑮地域協議会との連絡調整に関すること。

⑯部内の主要な事務事業の総合的な企画及び調整、他部（機関）との連絡調整に関すること。

⑰部長の事務補助その他部内各課等に属しない事務に関すること。

また、生涯学習交流課には、生涯学習担当、社会教育担当、交流親善担当が置かれており、その分

掌事務として16項目が挙げられている。そのなかには、社会教育に関する内容が含まれている。

①生涯学習の総合的な企画及び調査に関すること。

②生涯学習の推進に関すること。

③社会教育施設の管理及び運営に関すること。

④婦人学級、家庭教育学級、高齢者学級その他学級講座の開設運営に関すること。

⑤地域活動促進事業に関すること。

⑥社会教育団体及び学習グループの育成に関すること。

⑦社会教育に関する集会の開催及びその奨励に関すること。

⑧視聴覚教育に関すること。

⑨レクリエーションの奨励に関すること。

⑩社会教育委員に関すること。

⑪市民の家に関すること。

⑫国際交流の推進その他国際交流に係る事務の総合調整に関すること。

⑬国際姉妹都市に関すること。

⑭国際交流基金に関すること。

⑮友好都市に関すること。

⑯社会教育主事の資格認定に関すること。

以上のように、生涯学習の推進、社会教育施設の管理・運営、学級講座の開設など社会教育に関す

ることは、諸種の国際交流事業とともに首長部局である地域振興部生涯学習交流課の所管となってい

る。

（３）教育委員会から首長への教育委員会事務の補助執行

2007年３月23曰に「花巻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」が制定され、

４月から施行（2008年３月24日改正）された。同規則は、以下の通りである。
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｢花巻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」

平成19年３月23曰教育委員会規則第９号

改正平成20年３月24曰教委規則第５号

（趣旨）

第１条この規則は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の７の規定に基づき、花巻市

教育委員会の権限に属する事務を市長部局の職員に補助執行させるに当たり、必要な事

項を定めるものとする。

（補助執行事務）

第２条次の表の左欄に掲げる事務は、同表右欄に掲げる者に補助執行させるものとする。

（補助執行に係る事務処理）

第３条前条の規定により補助執行させる事務に係る処理については、花巻市教育委員会代決専

決規程（平成18年花巻市教育委員会訓令第２号）の規定を準用する。

附則この規則は、平成19年４月１曰から施行する。

附則（平成20年３月24曰教委規則第５号）この規則は、平成20年４月１曰から施行する。

以上のように、教育委員会事務のうち、社会教育事業に関することは地域振興部生涯学習交流課に、

学齢児童生徒の就学に関することは市民生活部市民登録課に、スポーツに関することは地域振興部生

涯学習交流課に、幼稚園の入学に関することは保健福祉部こども課に補助執行させることとなった。

４．花巻市振興センター

（１）公民館から花巻市振興センターへ

2007年４月１曰、地区公民館が花巻市振興センターとして整備された。振興センターは、学区等を

単位に、住民が自分の住む地域について考え、決定し、行動できる仕組みづくりやその支援に取り組
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み、地域主権の理念に基づいた市民協働のまちづくりをすすめるため、花巻市内26ヶ所に「小さな市

役所」として開設されている。これは、生涯学習、社会教育を大切にした地域づくりの核となるセン

ターをつくり、地域住民が自分たちの考え方で、自分たちで話し合って、その形をつくり上げる自治

活動を職員がサポートする拠点を作るというものである。この「小さな市役所」は花巻市長の構想で

あり、市長自身が、その構想を以下のように説明している7)。

「小さな市役所構想」とは、合併により多くの優秀な職員や財政支援がある間に、地方の自立

を確立しようという構想である。市内を小学校単位規模の26地区に分け、各地区に「振興センター」

を設置し、その地域ごとに組織した「地域コミュニティ会議」が、地域のことを自ら考え、そし

て解決するという、いわば都市内分権の仕組みのひとつである。この構想の中核となる「地域コ

ミュニティ会議」は、地域住民の話し合いの場、住民意思の最高決定機関であり、自らの地域課

題を把握し、何が本当に必要なのか、どれが急ぐべき事業なのかを話し合い、限られた財源の中

でも最も効果的かつ効率的に実施する方法を考え出すことにより、住民本位に事業が展開されて

行くものと考えている。各地区に設置した振興センターには、権限を持つ局長（課長職）を含め

た２名の職員を配置し、地域コミュニティ会議の運営や地域づくりを支援するとともに、これま

で公民館事業として行なわれてきた地域の生涯学習事業も実施する。加えて、印鑑証明等の各種

証明書の発行など、限られた行政サービスではあるが窓口業務も行なっており、これが「小さな

市役所」のネーミングの所以である。さらに、この小さな市役所構想では、総額２億円の「地域

づくり交付金」を公布する。総額２億円を、均等割、世帯割、面積割により、各振興センターに

配分し、使途は地域コミュニティ会議で自由に決めていい。決まった計画事業の予算執行は、振

興センター局長の権限で行うことができる。（下線は引用者）

「花巻市の社会教育予算の概要」では、振興センター設置前の2006年度に304,093,000円であった

公民館費が、振興センターが設置された2007年度には13,540,000円へと大幅に減額されている。これ

は振興センターに変わった地区公民館よりも小規模な自治公民館と呼ばれる町内会や行政区の公民館

費用にあたるものである。2007年度の市政運営の予算では、「小さな市役所推進事業」・「地域づくり

交付金」として、総額２億円の予算が配当されている8)。花巻市では、「小さな市役所」構想のもと、

地区公民館が振興センターとして整備されている。振興センターのなかには小学校内に設置されるケー

スや他施設と併設されるケースなどもある。

2006年度の公民館費が304,093,000円であったことから、2007年度の振興センター（コミュニティ

会議）への２億円の事業予算は、減額となる。しかしながら、振興センターやコミュニティ会議が設

置されたことで、地域住民が自由に使える２億円の予算を得たのである。次節では、振興センターの

業務と地域コミュニティ会議について検討する。

（２）振興センターとコミュニティ会議

花巻市振興センターでは、地域づくりの支援職員として２名の市職員が常勤し、地域づくり支援、

生涯学習活動の拠点、市役所窓口（各種証明書発行）業務を行っている。地区公民館の時代は、公民

館長（非常勤）と公民館主査（一般行政職）が置かれていたが、振興センターへの改組に伴い、地域

づくり支援職員として、局長（一般行政職地域出身の課長職）と主任・主査（一般行政職）が置か

れている。

「花巻市振興センター条例」によれば、振興センターの設置目的として、第１条に「市民の自主的

な地域活動を支援するとともに、地域に根ざした生涯学習及び身近な行政サービスを行なうため、花

巻市振興センター（以下「センター」という｡）を設置する｡」と規定されている。また、業務内容に
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ついては、第３条１項に「センターは次に掲げる業務を行う。(1)地域づくり活動の支援に関すること。

(2)地域における生涯学習に関すること。(3)戸籍に関する証明、住民票の写しの交付、印鑑登録証明及

びその他の証明書交付に関すること。(4)その他市長が必要と認めること｡」と規定されている。

地域づくり支援として、各振興センターには、地域住民が地域づくりを行うための組織であるコミュ

ニティ会議が置かれている。

組織の基本

①誰でも参加しやすい組織

②住民への説明責任(広報）
③民主的な運営

④会議は公開し、記録をとる

⑤自ら積極的に参加総
合
支
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図⑥【コミュニティ会議イメージ図】

（出典：地域振興部地域振興課「小さな市役所構想について」６ページより作成）

コミュニティ会議は、各振興センターの管轄単位ごとに市長が指定した地域づくり団体であり、市

内27の地区ごとに特色あるまちづくりを進める自治活動組織である。基本的に各振興センターにつき、

１つのコミュニティ会議が置かれているが、例外的に花巻中央振興センターには花巻中央地区コミュ

ニティ会議と花西地区まちづくり協議会の２つの会があるため、振興センターが市内26ヶ所に設置さ

れたのに対し、コミュニティ会議は27地区に分けられている。2007年４月以降、それぞれの地区でコ

ミュニティ会議の組織化が図られた゜

たとえば、花巻地区中央コミュニティ会議は、会長１名、副会長２名、理事若干名、事務局長１名、

監事２名で構成されている（以上は役員)。同会議は、以下の事業を行うとされている9)。

（１）生活環境、自然環境の向上及びごみの減量推進に関する事業

（２）地域福祉、子育て支援、保健活動に関する事業

（３）青少年の健全育成、生涯学習に関する事業

（４）まちづくり、地域の活』性化、道路・河川整備に関する事業

（５）防災、防犯に関する事業
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(6)その他目標達成のための事業

会議の運営を円滑に行うために、①生活環境部会、②保健福祉部会、③教育振興部会、④産業建設

部会、⑤防災防犯部会の５つの専門部会を置くことになっている。役員会は、役員及び専門部会長で

構成され、必要に応じて会長が招集し、毎年１回会長が招集する総会の総意にもとづいてコミュニティ
会議の運営にあたるとされている'0)。

財政的な措置として、「花巻市地域づくり交付金」が振興センターに割り当てられている。これは、

住民による自主的な地域づくり活動の推進及び身近な地域課題の解決を図るための事業に要する経費

に対し、予算の範囲内で、コミュニティ会議を対象として交付されるというものである。振興センター

に割り当てられた地域づくり交付金は、コミュニティ会議が事業を計画し、局長が決裁をする。図⑥

にあるように、コミュニティ会議からの地域課題の提出や地域づくり支援職員との協働提案を受けて、

地域づくり支援職員が総合支所・事業担当と連絡調整を行い、地域づくり交付金が公布されるという

制度である。地区によって取り組みに違いがあるが、たとえば、花巻中央地区コミュニティ会議の

2008年度事業計画では、7,000,000円の事業予算を生活環境事業、保健福祉事業、教育振興事業、産
業建設事業、防災防犯事業にあてているu)。

（３）生涯学習事業

振興センターでは、公民館事業を継承して地域の生涯学習を推進している。地域に根ざした生涯学

習事業の実施については、各振興センターごとに配置された職員が担当している。また、合併以前の

旧３町エリアを対象とした生涯学習事業については、総合支所ごとに担当職員を配置し、地区公民館
時代と同様に実施している。

花巻市の生涯学習事業は、合併による新市誕生に際して市政運営の指針として策定された『花巻市

総合計画』の生涯学習に関する施策を具体化するための計画である『生涯学習振興計画』に基づいて
行われる。

2008年度の「生涯学習交流課事業計画」によると、生涯学習推進事業、青少年教育事業、社会教育

事業、放課後こども教室事業、振興センター生涯学習事業、高齢者学級開催事業、女`性学級開催事業、

市民講座開催事業、こども図書室運営事業、情報技術学習推進事業、家庭教育支援事業の11の事業が

計画されている。生涯学習事業は、市民のニーズに対応した学習機会と情報の提供、市民講師の派遣

等により生涯学習の振興を図る事業である。また、社会教育事業は、社会教育事業の推進のため社会

教育委員を設置し意見を伺う。そして、県社教連と連携し社会教育を推進するとともに、富士大学市

民セミナー等により、市民に専門的学習機会を提供する事業である。振興センター生涯学習事業とは、

市民の身近な場所での生涯学習機会を提供するため、振興センターにおいて生涯学習事業を展開する

というものである。この事業は、２６ヶ所の振興センターの事業計画によって運営される事業である。

ほとんどの振興センターでは、旧公民館時代の内容や実施方法を継承している。たとえば、宮野目

振興センターでは、高齢者や女性を対象として様々な分野を学ぶ学級を通年開催しているほか、抹茶

や生け花等の曰本の伝統文化を学ぶ講座、合唱などの趣味講座、郷士史を学ぶ講座、映画館など児童

を対象とした講座などを開設している。また、地域課題の解決やまちづくりの手法を学ぶことを目的

として、「いきいきまちづくり講座」を開設している。旧公民館等がなかった地区、あるいは施設が

あっても生涯学習事業を実施していなかった地区においては、振興センターの業務として「地域にお

ける生涯学習に関すること（花巻市振興センター条例第1条)」が規定されたことから、合併新市の

誕生に伴い生涯学習機会の充実の可能性が高まっている。
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結び

市町村合併においては、新たに生まれた自治体の統合`性の確保とともに、新自治体としての地域コ

ミュニティの再構成が課題となる。（新）花巻市は、合併にあたって新市の主要施策に「人が輝くま

ちづくり」を掲げ、「生涯学習の推進」をその施策の一つに位置づけた。合併に伴う新体制の整備に

おいて、生涯学習事務処理体制も大きく再編されることになった。

具体的には、まず、地区公民館が振興センターへと改組された。同センターは「小さな市役所」と

位置づけられ、公民館事業として行われてきた生涯学習機能を引き継ぐとともに、地域づくりの核と

なることが期待されている。あわせて、市の行政機構も大きく改変された。教育委員会事務局に置か

れていた生涯学習振興課が廃止され、首長部局の地域振興部に生涯学習課が設置され、同課はさらに

国際交流部門も所掌事務に収め生涯学習交流課に改組された。生涯学習の推進、社会教育施設の管理

運営、各種講座の開設、社会教育団体や社会教育委員に関することなど、社会教育に関する事務は首

長部局のこの生涯学習交流課の所掌となり、振興センターも地域振興部の所管となった。

生涯学習事業の首長部局への移管は、「地域づくり施策との連携によって今までの生涯学習事業を

より充実させること」が目的と説明されている。ここには、生涯学習事業の「個人を高める学習」の

側面とともに地域全体が活』性化していくという「まちを高める学習」への着目がある。このような

施策展開は、先に示した地域人材育成による地域の活`性化という、国の今次の生涯学習施策のシフト

と呼応するところがある。地域づくりと生涯学習の振興が結びつき、首長部局で一体的に遂行される

仕組みが整備されたのである。

社会教育は学校教育とともに教育委員会の重要な所掌事務である。それが首長部局に移管され、さ

らに学齢児童生徒の就学に関することやスポーツに関すること、幼稚園の入園に関することも、首

長部局で補助執行されることとなった。教育委員会制度のあり方が検討課題となるなかで、（新）花

巻市では市町合併を契機として教育委員会機能の縮小が進行したことになる。組織改編のキー・コン

セプトは地域づくりを核とした行政の統合化である。他の自治体においては、従来の縦割り行政の是

正、子ども関連行政の統合化を目的として、子ども課などの設置が見られるようになった。（新）花

巻市の地域づくりを核とした組織再編も、行政の新たな再編・統合の事例として位置づけることがで

きよう。

その場合、地域づくりや生涯学習の推進において、行政の専門性をどのように担保していくのか。

地域レベルで住民参加や住民意向の反映の仕組み形成が進められているが、この民主性の確保ととも

に、大人の学びの支援における専門性をどう考え、再定位していくのか。地方教育関連行政の機能的

機構的再編動態に関する事例分析の蓄積と、それに基づく教育委員会の制度理念の問い直しが課題と

なる。

付記：本報告は、科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「地方行政基盤の変動による生涯学習施策の転換

に関する調査研究（課題番号20330163)」（研究代表：背戸博史）の成果の一部である。

【註】

1）寺洋平「事務の配分と処理｣、今村都南雄編『現代曰本の地方自治』敬文堂、2006年９月、101頁。

2）この点に関しては背戸博史「曰本における生涯学習施策の現況と課題｣、琉球大学生涯学習教育

研究センター編『琉球大学生涯学習教育研究センター研究紀要」第２号、2008年３月を参照され

たい。

3）岩手県「岩手県における自主的な市町村の合併の推進に関する構想」2006年４月。
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５ 市町村の合併に関する研究会「｢平成の合併」の評価・検証・分析』2008年６月。

花巻市『花巻市大迫町石鳥谷町東和町合併の記録』2006年11月。以下、花巻市に関する

記述の出典は参考資料にあげた関連資料による。

花巻市担当課による文書での回答による。

花巻市長大石満雄「岩手N０．１宣言地域主権の新しいまちづくり～小さな市役所構想からはじま

る」。

花巻市「広報はなまきＮｏ．３０｣。

｢花巻中央地区コミュニティ会議規約｣。

｢花巻中央地区コミュニティ会議規約｣、「花巻中央振興センターだより（2008年７月１曰第13号)｣。

｢平成20年度花巻中央地区コミュニティ会議事業計画｣。
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